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規則第３１号 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を次のように定め

る。 

平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成２７年政令第３１８号）第１条第２

項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第

１５条第１項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲

げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとす

る。 

市長 市長が任命する職員 

議会の議長 議会の議長が任命する職員 

選挙管理委員会 選挙管理委員会が任命する職員 

代表監査委員 代表監査委員が任命する職員 

農業委員会 農業委員会が任命する職員 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

規則第３２号 

 大和高田市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市立こども園条例施行規則（平成２２年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

（こども園評議員） 

第５条の２ 園長は、こども園運営上必要と認めるときは、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号）

第２６条において準用する学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第４９条の規定に

基づきこども園評議員を置くことができる。 

２ こども園評議員について必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

規則第４２号 

 収納対策室設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２８年６月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   収納対策室設置規則の一部を改正する規則 

 収納対策室設置規則（平成１４年規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「市長が指示する」及び「大口滞納の」を削る。 

規 則 
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 第２条を削る。 

 第３条第１項を次のように改める。 

  対策室の分掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 歳入を確保するための施策の企画、検討及び実施に関すること。 

（２） 第４条のスタッフが属する課の市税等の徴収の指導及び助言に関すること。 

（３） 大和高田市税等徴収緊急対策本部に関すること。 

（４） 納税の啓発に関すること。 

（５） 市税等及び個人県民税の徴収に関すること。 

（６） 市税等及び個人県民税の徴収嘱託及び受託徴収に関すること。 

（７） 市税等及び個人県民税の督促に関すること。 

（８） 市税等及び個人県民税の滞納処分及び不納欠損に関すること。 

（９） 市税等及び個人県民税の収納事務並びに統計に関すること。 

（１０） 市税等及び個人県民税の過誤納金の還付並びに充当に関すること。 

（１１） 差押財産の公売処分及び換価の猶予に関すること。 

（１２） 納税証明に関すること。 

（１３） 納税相談に関すること。 

 第３条第２項を削り、同条を第２条とする。 

 第４条第１項中「を、第２条に規定する担当に」を削り、同条を第３条とする。 

 第５条第２項を次のように改める。 

２ スタッフは、次に掲げる課の職員のうちから市長が任命する。 

（１） 財産管理課 

（２） 社会福祉課 

（３） 保護課 

（４） 児童福祉課 

（５） 保育課 

（６） 介護保険課 

（７） 保険医療課 

（８） 営繕住宅課 

（９） 環境衛生課 

（１０） 下水道課 

（１１） 市立病院医事課 

（１２） 教育総務課 

（１３） 学校教育課 

第５条を第４条とし、第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。 

   附 則 

この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

規則第４５号 

 大和高田市保健センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２８年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市保健センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市保健センター条例施行規則（平成３年規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「及び健康教育室」を「、健康教育室、会議室、プレイルーム、歯科検診室及び集

団検診室」に改める。 
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 第８条に次のただし書を加える。 

  ただし、市が使用する場合ついては、これを免除する。 

 様式第１号中 

「 

多目的ホール・栄養指導室・健康教育室 

                                   」を 

「 

多目的ホール・栄養指導室・健康教育室・会議室 

プレイルーム・歯科検診室・集団検診室 

                                   」に改める。 

 様式第３号中 

「 

多目的ホール・栄養指導室・健康教育室 

                                   」を 

「 

多目的ホール・栄養指導室・健康教育室・会議室 

プレイルーム・歯科検診室・集団検診室 

                                   」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２８年９月１日から施行する。 

２ （適用区分） 

  この規則による改正後の大和高田市保健センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以

後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例によ

る。 

 

規則第５０号 

 大和高田市農業委員会の委員の選任に関する規則を次のように定める。 

  平成２８年１２月８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市農業委員会の委員の選任に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」という。）第

８条第１項の規定に基づき任命する大和高田市農業委員会（以下「農業委員会」という。）の委員

（以下「農業委員」という。）の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則

（昭和２６年農林省令第２３号。以下「省令」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（推薦の求め及び募集） 

第２条 法第９条第１項の規定に基づく農業委員の候補者（以下「候補者」という。）の推薦の求め及

び募集の方法は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 市内の農業者からの推薦（以下「個人推薦」という。） 

（２） 農業者の組織する団体等からの推薦（以下「団体推薦」という。） 

（３） 農業委員になろうとする者の募集（以下「一般募集」という。） 

（被推薦者及び応募者の資格） 

第３条 候補者として推薦を受ける者（以下「被推薦者」という。）及び一般募集に応募する者（以下
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「応募者」という。）については、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関す

る事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であ

って、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 市内に住所を有する者。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。 

（２） 法令等により農業委員と兼職が禁止されている職にない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定

する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者 

（推薦及び募集の手続） 

第４条 候補者を推薦しようとする者及び団体は、次の手続を経なければならない。 

（１） 個人推薦による場合は、農業者３名以上が連名し、当該農業者の代表者が大和高田市農業

委員会委員（個人）推薦書（様式第１号）を市長が指定する場所へ持参又は郵送により提出する

ものとする。 

（２） 団体推薦による場合は、農業者の組織する団体等の代表者が大和高田市農業委員会委員（団

体）推薦書（様式第２号）を市長が指定する場所へ持参又は郵送により提出するものとする。 

２ 応募者は、大和高田市農業委員会委員応募申込書（様式第３号）を市長が指定する場所へ持参又

は郵送により提出するものとする。 

（推薦の求め及び募集の周知） 

第５条 市長は、個人推薦及び団体推薦の求め並びに一般募集に関する事項を定めたときは、次の方

法により周知をするものとする。 

（１） 市の広報誌への掲載 

（２） 大和高田市公告式条例（昭和２５年条例第８号）第２条第２項に規定する掲示場への掲示 

（３） 市のホームページへの掲載 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 

（推薦の求め及び募集の期間） 

第６条 省令第７条第２項の推薦の求め及び募集の期間は、２８日間とし、当該期間の満了の日が大

和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）第１条第１項に規定する休日（以下この条に

おいて「休日」という。）である場合は、その翌日以後で休日でない最初の日を期間の満了の日と

する。 

（被推薦者及び応募者の公表等） 

第７条 市長は、法第９条第２項に基づき、被推薦者及び応募者に関する情報を整理し、推薦の求め

及び募集の期間の中間及び終了後に遅滞なく、市の担当窓口及び市のホームページにおいて省令第

１２条第１号及び第２号に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を公表するものとする。 

（候補者の評価） 

第８条 市長は、被推薦者及び応募者の総数が大和高田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進

委員の定数を定める条例（平成２８年度条例第４５号）第２条に規定する農業委員の定数を超えた

場合その他必要と認める場合は、大和高田市農業委員候補者評価委員会（以下「評価委員会」とい

う。）に候補者についての評価及び意見を求めるものとする。 

２ 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で市長に報告するものとする。 

（農業委員の任命） 

第９条 市長は、前条第２項の報告を受け、農業委員として選任すべき者を決定し、議会の同意を得

た上で農業委員に任命する。 

（農業委員の補充） 

第１０条 市長は、農業委員が罷免、失職及び辞任により欠員が定数の３分の１を超えた場合又は農

業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合には、この規則に規定する手続に基づき、速

やかに農業委員を補充しなければならない。 
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（補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

様式第１号（第４条関係） 

（個人による推薦） 

大和高田市農業委員会委員推薦書 

年  月  日   

大和高田市長   殿 

１．推薦者（推薦をする者） 

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名 印 □男 

□女 

 

職  業  歳 

住  所 
〒    －  

  

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名 印 □男 

□女 

 

職  業  歳 

住  所 
〒    －  

  

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名 印 □男 

□女 

 

職  業  歳 

住  所 
〒    －  

  

大和高田市農業委員会の委員候補として次の者を推薦します。 

２.被推薦者（推薦を受ける者） 

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名  □男 □女 歳 

住  所 
〒    －  

  

職  業   

推薦をする 

理   由 

  

  

  

裏面へ 

認定農業者又はこれに準ずる者に該当するか否か □該当者 □非該当者 

農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか

否か 
□推薦している □推薦していない 

農業委員会の所掌に属する事項に関する利害関係を有する者

か否か 
□該当者 □非該当者 

 

経 歴 

○農業以外の勤務状況【業種名・所在(都道府県名)・勤務期間等】 

 

○農業関係の組織又は団体の名称、役職(役員)等【水利組合・農家支部等】 

 

○地域活動における役職(役員)等【消防団・自治会・地域福祉活動等】 
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○上記以外に最終学歴、農業教育・研究所機関等での経歴等【農業教育･研究所機関等】 

 

農業経営 

の 状 況 

農業形態 □専業 □兼業 農業経験年数 年 

耕作面積 ･自作地     ㎡ ･小作地     ㎡ ･その他     ㎡ 

主な作物  

備考 

１ 提出された推薦書は、返却しません。 

２ 推薦書に記入された事項の住所を除いて全て公表となります。 

確  認  書 

私は、大和高田市農業委員会の委員候補として、標記の農業者から推薦を受けることを承諾し、こ

の推薦書に記載された内容について、市長が必要に応じて関係機関等に確認及び照会することに同意

します。 

また、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）の目的及び大和高田市農業委員会が

所掌する事務について、その旨を理解の上、次のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

１．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

３．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する

暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者 

推薦を受ける者（委員になろうとする者）の署名 

氏 名                       

様式第２号（第４条関係） 

（団体による推薦） 

大和高田市農業委員会委員推薦書 

年  月  日   

大和高田市長   殿 

１．推薦者（推薦をする者） 

名  称 
団体等の名称 

 

所 在 地 
〒    － 

 

連絡先(電話番号)  

代 表 者 の 

役職・氏名 

役 職 名  構成員数 

（ふりがな）  
人 

氏  名 印 

組織の目的 
 

 

構成員たる 

資 格 

 

 

大和高田市農業委員会の委員候補として次の者を推薦します。 

２.被推薦者（推薦を受ける者） 

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名  □男 □女 歳 

住  所 
〒    －  
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職  業   

推薦をする 

理   由 

  

  

  

 

認定農業者又はこれに準ずる者に該当するか否か □該当者 □非該当者 

農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか

否か 
□推薦している □推薦していない 

農業委員会の所掌に属する事項に関する利害関係を有する者

か否か 
□該当者 □非該当者 

裏面へ 

経 歴 

○農業以外の勤務状況【業種名・所在(都道府県名)・勤務期間等】 

 

○農業関係の組織又は団体の名称、役職(役員)等【水利組合・農家支部等】 

 

○地域活動における役職(役員)等【消防団・自治会・地域福祉活動等】 

 

○上記以外に最終学歴、農業教育・研究所機関等での経歴等【農業教育･研究所機関等】 

 

農業経営 

の 状 況 

農業形態 □専業 □兼業 農業経験年数 年 

耕作面積 ･自作地     ㎡ ･小作地     ㎡ ･その他     ㎡ 

主な作物  

備考 

１ 提出された推薦書は、返却しません。 

２ 推薦書に記入された事項の住所を除いて全て公表となります。 

確  認  書 

私は、大和高田市農業委員会の委員候補として、標記の団体等から推薦を受けることを承諾し、こ

の推薦書に記載された内容について、市長が必要に応じて関係機関等に確認及び照会することに同意

します。 

また、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）の目的及び大和高田市農業委員会が

所掌する事務について、その旨を理解の上、次のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

１．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

３．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する

暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者 

推薦を受ける者（委員になろうとする者）の署名 

氏 名                       

様式第３号（第４条関係） 

大和高田市農業委員会委員応募申込書 

年  月  日   

大和高田市長   殿 

大和高田市農業委員会の委員として、次のとおり応募します。 

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名  □男 □女 歳 

住  所 
〒    －  
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職  業   

応募をする 

理   由 

  

  

 

認定農業者又はこれに準ずる者に該当するか否か □該当者 □非該当者 

農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか

否か 
□応募している □応募していない 

農業委員会の所掌に属する事項に関する利害関係を有する者

か否か 
□該当者 □非該当者 

 

経 歴 

○農業以外の勤務状況【業種名。所在(都道府県名)・勤務期間等】 

 

○農業関係の組織又は団体の名称、役職(役員)等【水利組合・農家支部等】 

 

○地域活動における役職(役員)等【消防団・自治会・地域福祉活動等】 

 

○上記以外に最終学歴、農業教育・研究所機関等での経歴等【農業教育･研究所機関等】 

 

農業経営 

の 状 況 

農業形態 □専業 □兼業 農業経験年数 年 

耕作面積 ･自作地     ㎡ ･小作地     ㎡ ･その他     ㎡ 

主な作物  

備考 

１ 提出された応募申込書は、返却しません。 

２ 応募申込書に記入された事項の住所を除いて全て公表となります。     裏面へ 

確  認  書 

私は、この応募申込書に記載された内容について、市長が必要に応じて関係機関等に確認及び照会

することに同意します。 

また、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）の目的及び大和高田市農業委員会が

所掌する事務について、その旨を理解の上、次のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

１．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

３．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する

暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者 

委員になろうとする者の署名 

氏 名                       

 

規則第５１号 

 大和高田市農業委員候補者評価委員会運営規則を次のように定める。 

  平成２８年１２月８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市農業委員候補者評価委員会運営規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大和高田市農業委員会の委員候補者（以下「委員候補者」という。）の評価を行

う大和高田市農業委員候補者評価委員会（以下「評価委員会」という。）の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 
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（職務） 

第２条 評価委員会は、市長の求めにより、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。

以下「法」という。）及び大和高田市農業委員会の委員選任に関する規則（平成２８年規則第５０

号）に基づき、委員候補者の評価を行い、意見を市長に報告するものとする。 

２ 評価委員会は、委員候補者の評価に当たり、当該委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに、

必要に応じて面接その他適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。 

（評価委員会） 

第３条 評価委員会は、市長が任命又は委嘱する次の評価委員をもって構成する。 

（１） 副市長 

（２） 市民部長 

（３） 環境建設部長 

（４） 産業振興課長 

（５） 農業委員会事務局長 

（６） 農業委員会会長 

２ 前項第６号の会長が委員候補者の場合は、市長が委員候補者でない農業委員のうちから１名を指

名する。ただし、委員候補者でない農業委員がない場合は、農業委員に代えて農業に関し識見を有

する者のうちから１名を指名するものとする。 

（任期） 

第４条 評価委員の任期は、任命又は委嘱の日から第７条の規定により評価の結果を市長に報告する

日までとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 評価委員会に、会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長は副市長を、副会長は市民部長をもって充てる。 

３ 会長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 評価委員会の会議（以下「会議」という。）は、市長の求めに応じて、会長が招集し、その議

長となる。 

２ 評価委員会は、評価委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した評価委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会議に出席できない評価委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使

することができる。 

５ 前項の規定により議決権を行使した者は、会議に出席したものとみなす。 

６ 議長は、必要があると認めるときは、会議に評価委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴

くことができる。 

（報告） 

第７条 評価委員会は、委員候補者の評価を決定したときは、速やかに市長に当該決定の内容につい

て報告しなければならない。 

（議事録） 

第８条 議長は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、評価委員会の庶務担当課に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。 

（会議の非公開） 

第９条 評価委員会の会議は、非公開とする。 
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（秘密保持） 

第１０条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

（庶務） 

第１１条 評価委員会の庶務は、市民部まちづくり振興室産業振興課において処理する。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第５２号 

 大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例第３４条第６項の規定に基づき勤務時間外において患

者の診察及び処置等に従事した医師に支給する特殊勤務手当を定める規則を次のように定める。 

  平成２８年１２月８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例第３４条第６項の規定に基づき勤務時間外にお

いて患者の診察及び処置等に従事した医師に支給する特殊勤務手当を定める規則 

大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年条例第１４号）第３４条第６項の規

定により規則で定める額は、次のとおりとする。 

（１） 外来患者の診察及び処置に従事した場合 患者１人につき１，０００円 

（２） 救急の要請に応じ、患者の診察及び処置に従事した場合 患者１人につき２，０００円 

（３） 前２号の診察及び処置をした患者が入院に至った場合 患者１人につき５，０００円 

附 則 

この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

 

規則第５３号 

 大和高田市行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２８年１２月８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市行政組織規則の一部を改正する規則 

大和高田市行政組織規則（平成２０年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項市民部の部まちづくり振興室産業振興課の款農業振興係の項中第１１号を第１３号

とし、第１０号の次に次の２号を加える。 

（１１） 農業委員会との連絡調整に関すること。 

（１２） 農業委員会の委員の候補者の選定に関すること。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第５４号 

 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２８年１２月８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のように改正す

る。 
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第１９条第１号中「１００分の１６０」を「１００分の１７０」に改め、同条第２号中「１００分

の７５」を「１００分の８０」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成２８年１２月１日から適用する。 

 

 

 

訓令第１１号 

 大和高田市職員ストレスチェック制度実施規程を次のように定める。 

  平成２８年８月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員ストレスチェック制度実施規程 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「法」という。）第６６条の

１０の規定に基づき、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」

という。）及びその結果に基づき実施する医師の面接指導（以下「面接指導」という。）を実施す

るに当たり、同法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象職員） 

第２条 ストレスチェック及び面接指導（以下「ストレスチェック制度」という。）の対象となる職

員（以下「対象職員」という。）は、次に掲げる者とする。 

 （１） 市の職員であって、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する

一般職に属するもの。ただし、休職その他の事情によりストレスチェック制度の実施が困難な者

を除く。 

 （２） 地方公務員法第３条第３項第３号に規定する職に属する者のうち、市長が対象とすること

を必要と認める職員 

 （３） 市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条の規定により奈良県が

給料その他の給与を負担する教員で、市に勤務するもの。ただし、休職その他の事情によりスト

レスチェック制度の実施が困難な者を除く。 

 （制度の担当） 

第３条 ストレスチェック制度に係る実施計画の策定及び当該計画に基づく実施の管理等の実務は、

企画政策部人事課（以下「人事課」という。）において行う。 

 （実施者） 

第４条 ストレスチェック制度は、本市の産業医（以下「産業医」という。）が実施するものとする。 

２ 市長は、ストレスチェック制度に関する業務について、当該業務を適切に実施することができる

と認める者に委託することができる。 

３ 産業医及び前項の規定により市長から業務の委託を受けた者（以下「実施者」という。）は、職

務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （実施事務従事者） 

第５条 ストレスチェック制度の実施に係る事務に従事する者（以下「実施事務従事者」という。）

は、実施者の指示の下、ストレスチェック制度の実施日程の調整及び連絡並びに調査票の配布及び

回収等の事務処理を行うものとし、人事課職員が担当する。 

２ 企画政策部長及び人事課職員のうち管理職の職にある職員（一般職の職員の給与に関する条例（昭

和３２年条例第６３号）第１５条の規定による管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。）

は、ストレスチェック制度の実施に係る事務に従事してはならない。 

３ 実施事務従事者は、その実施に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた

訓 令 

javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=-1000201014&UKEY=1471390537&REFID=32310040013500000000&JYO=1%200%200&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
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後も、同様とする。 

４ 実施事務従事者は、その実施に関して知り得た個人情報を収集目的の達成に必要な範囲を超えて

利用してはならない。 

 （実施） 

第６条 ストレスチェックは、毎年１回市長が定める期間において実施するものとする。 

２ 市長は、出張その他職務上の都合により前項の規定による期間中にストレスチェックを受けるこ

とができなかった対象職員に対し、別に期間を定めてストレスチェックを実施するものとする。 

３ ストレスチェックは、Ｗｅｂ又は紙媒体により行うものとする。 

 （ストレスチェックを受検するために要する時間の取扱い） 

第７条 ストレスチェックを受検するために要する時間は、あらかじめ市長の承認を得て、その職務

に専念する義務を免除されるものとする。 

 （受検の方法等） 

第８条 対象職員は、特別な事情がある場合を除き、第６条第１項の規定による期間中にストレスチ

ェックを受検するよう努めなければならない。 

２ 対象職員は、ストレスチェックを受検する場合においては、自身のストレスの状況をありのまま

に回答するものとする。 

 （評価方法） 

第９条 ストレスチェックによるストレスの程度の評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マ

ニュアル（平成２７年５月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「実

施マニュアル」という。）に規定する素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに

示すことにより行うものとする。 

 （結果の通知） 

第１０条 実施者は、ストレスチェックを受検した対象職員に対して当該ストレスチェックの結果を

遅滞なく通知するものとする。この場合において、Ｗｅｂによる受検の場合は受検後すぐ当該Ｗｅ

Ｂ上に、紙媒体による受検の場合は後日文書により結果を通知するものとする。 

２ 実施者は、当該対象職員以外の者が当該通知の内容を把握することができないよう配慮しなけれ

ばならない。 

 （セルフケア） 

第１１条 ストレスチェックの結果の通知を受けた対象職員は、ストレスチェックの結果並びに当該

結果に記載された助言及び指導に基づき、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう

努めなければならない。 

 （結果の提供に関する意思確認） 

第１２条 実施者は、第１０条の規定によるストレスチェックの結果の通知に併せて、当該結果を市

長に提供することについて対象職員の意思確認を行うものとする。 

２ 前項の規定による意思確認は、Ｗｅｂによる受検の場合は当該ＷｅＢ上において、紙媒体による

受検の場合は回答書を実施者に返送することにより行うものとする。 

３ 実施者は、前２項の規定による意思確認により同意の意思確認を行ったときは、当該同意を行っ

た対象職員に係るストレスチェックの結果の通知の写しを市長に提供するものとする。 

 （面接指導の申出の方法） 

第１３条 ストレスチェックの結果により面接指導を受ける必要があると判定された対象職員のうち

面接指導を受けることを希望する対象職員は、第１０条の規定による結果の通知を受け取った日か

ら３０日以内に当該結果の通知に添付された面接指導申出書に必要事項を記入し、実施者に提出し

なければならない。この場合において、当該対象職員から面接指導申出書が提出されないときは、

実施者は、当該対象職員に対し、期限を定めてその提出を求めるものとする。 

 （面接指導の実施方法） 
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第１４条 前条の規定により面接指導申出書の提出を受けた実施者は、当該面接指導申出書を提出し

た対象職員に対し、面接指導の実施日時及び場所を通知するものとする。この場合において、当該

対象職員への通知は、実施者の指示により実施事務従事者が行うものとし、実施事務従事者は、当

該対象職員が当該対象職員以外の者に面接指導の対象者であることを知られることのないよう配

慮しなければならない。 

２ 面接指導を受検するために要する時間は、面接指導を受検する対象職員が当該対象職員以外の者

に面接指導の対象職員であることを知られることのないよう年次有給休暇によるものとする。 

 （面接指導の結果に基づく医師の意見聴取方法） 

第１５条 法第６６条の１０第５項の規定による意見の聴取は、実施者に面接指導結果報告書兼意見

書（以下「報告書兼意見書」という。）の提出を求めることにより実施するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、該当する対象職員の健康状態により緊急に就業上の措置を講ずべき必

要がある場合においては、市長は、可能な限り速やかに意見の聴取を行わなければならない。 

 （集計及び分析の単位） 

第１６条 労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第５２条の１４第１項に規定する集計

及び分析（以下「集計及び分析」という。）は、原則として課（課を置かない室にあっては、室

とする。以下同じ。）単位で行うものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、

この限りでない。 

 （集計及び分析の方法） 

第１７条 集計及び分析は、実施マニュアルに規定する仕事のストレス判定図を用いて行うものとす

る。 

 （集計及び分析結果の利用方法） 

第１８条 実施者は、集計及び分析を行ったときは、当該集計及び分析の結果を市長に提供するもの

とする。ただし、個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。 

２ 市長は、前項の規定により集計及び分析の結果の提供を受けたときは、当該結果を勘案し、必要

に応じて職場環境の改善のための措置を講じるとともに、管理職の職にある職員に対して研修を実

施するものとする。 

 （ストレスチェックの結果の共有範囲） 

第１９条 第１２条第３項の規定により提供を受けたストレスチェックの結果の通知の写しのうち、

大和高田市行政組織条例（平成２０年規則第３号）第２条第１項第１号から第７号までに掲げる部

若しくは同条第２項に規定する組織（以下「部局」という。）又は大和高田市立病院事業の設置等

に関する条例施行規則（平成１７年規則第１９号）第３条第１項に規定する事務局（以下「市立病

院事務局」という。）に属する職員に係る結果の写しは人事課において、大和高田市行政組織条例

第２条第８号に掲げる病院（以下「市立病院」という。）に属する職員のうち市立病院事務局に属

する職員以外の職員に係る結果の写しは人事課及び市立病院総務課において保有するものとし、そ

れぞれ他の部署に提供してはならない。 

 （面接指導の結果の共有範囲） 

第２０条 第１５条の規定により提出を受けた報告書兼意見書のうち、部局又は市立病院事務局に属

する職員に係る報告書兼意見書は人事課において、市立病院に属する職員のうち市立病院事務局に

属する職員以外の職員に係る報告書兼意見書は人事課及び市立病院総務課において保有するもの

とし、それぞれ他の部署に提供してはならない。ただし、就業上の措置の内容等、対象職員の職務

遂行上必要な情報に限り、当該対象職員の所属長に提供することができる。 

 （集計及び分析の結果の共有範囲） 

第２１条 第１８条第１項の規定により提供を受けた集計及び分析の結果のうち、部局又は市立病院

事務局に属する組織に係る結果は人事課において、市立病院に属する組織のうち市立病院事務局以

外の組織に係る結果は人事課及び市立病院総務課において保有するものとし、集計及び分析の単位
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ごとの集計及び分析の結果については、当該課の所属長に提供することができる。 

２ 集計及び分析の結果並びにその結果に基づき実施した措置の内容は、大和高田市職員安全衛生規

則（平成５年規則第１２号）第１９条に規定する大和高田市職員安全衛生委員会に報告するものと

する。 

 （保管年限） 

第２２条 市長は、第１９条、第２０条又は前条の規定により情報の提供を受けたときは、当該提供

を受けた情報について当該提供を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなけ

ればならない。この場合において、市長は、当該提供を受けた情報が第三者に閲覧されることのな

いよう厳重に保管しなければならない。 

２ 実施者は、ストレスチェック制度に係る結果の記録その他必要な情報について当該ストレスチェ

ック制度を実施した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。この場

合において、実施者は、ストレスチェック制度に係る結果の記録その他必要な情報が第三者に閲覧

されることのないよう厳重に保管しなければならない。 

 （個人情報の取扱い） 

第２３条 市長は、第１９条、第２０条又は第２１条の規定により提供を受けた情報を対象職員の健

康管理以外の目的に利用してはならない。 

 （苦情相談） 

第２４条 対象職員は、ストレスチェック制度に係る情報の取扱に関する苦情を申し立てることがで

きる。この場合において、部局又は市立病院事務局に属する対象職員に係る苦情については人事課

に、市立病院に属する対象職員のうち市立病院事務局に属する職員以外の職員に係る苦情について

は市立病院総務課に書面を提出することにより行うものとする。 

 （不利益な取扱いの禁止） 

第２５条 市長は、ストレスチェック制度の実施に当たっては、法に定めるもののほか、次に掲げる

取扱いをしてはならない。 

 （１） 面接指導の申出を行った対象職員に対し、申出を行ったことを理由として当該対象職員に

不利益となる取扱いを行うこと。 

 （２） 対象職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該対象職員

に不利益となる取扱いを行うこと。 

 （３） ストレスチェックを受けない対象職員に対し、受けないことを理由として当該対象職員に

不利益となる取扱いを行うこと。 

 （４） ストレスチェックの結果を市長に提供することに同意しない対象職員に対し、同意しない

ことを理由として当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。 

 （５） 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない対象職員に対し、申

出を行わないことを理由として当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。 

 （６） 就業上の措置を講じる場合において、法その他の法令に定められた手順を踏まずに対象職

員に不利益となる取扱いを行うこと。 

 （７） 面接指導の結果に基づき就業上の措置を講じる場合において、法その他の法令に定められ

た要件を満たさない内容の措置を講じることにより対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。 

 （８） 面接指導の結果に基づき就業上の措置を講じる場合において、次に掲げる措置を行うこと。 

  ア 解雇すること。 

  イ 期間を定めて雇用される対象職員について契約の更新をしないこと。 

  ウ 退職勧奨を行うこと。 

  エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断される配置転換又は職制上の段階の変更を命じ

ること。 

  オ アからエまでに掲げるもののほか、法その他の法令に違反する措置を講じること。 
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 （補則） 

第２６条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

訓令第１２号の２ 

 大和高田市市民交流センターホームページ等作成業務プロポーザル選定委員会設置要綱を次のよう

に定める。 

  平成２８年９月５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市市民交流センターホームページ等作成業務プロポーザル選定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 市民協働の更なる推進を図るため、市民活動団体の育成、活動情報等の広報を通じた支援の

ための機能を備えたホームページ、市民活動団体を管理するシステムを連携させた市民活動ホーム

ページ等を構築するに当たり、この業務を委託する事業者の特定をプロポーザル方式により厳正か

つ公平に行うため、大和高田市市民交流センターホームページ等作成業務プロポーザル選定委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 実施要領の審議及び策定に関する事項 

 （２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

 （３） 提案書、プレゼンテーション等の内容の総合評価に関する事項 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 （１） 市民部長 

 （２） 広報情報課長 

 （３） 市民課長 

 （４） まちづくり振興室市民協働推進課長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

３ 委員長は、市民部長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、任命の日から受託候補者の特定の日までとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

５ 会議は、非公開とする。 

 （中立の保持） 
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第６条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

 （守秘義務） 

第７条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、市民部まちづくり振興室市民協働推進課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

 （この訓令の失効） 

２ この訓令は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

訓令第１４号 

 大和高田市立保育所・こども園給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２８年１０月５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市立保育所・こども園給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 大和高田市立保育所・こども園給食調理業務（高田こども園・土庫こども園・天満保育所・

磐園保育所）を実施するに当たり、業務委託に係る受託者（以下「受託者」という。）の特定をプ

ロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市立保育所・こども園給食調理業務プロ

ポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 実施要領及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

 （２） プロポーザルに参加させる事業者に関する事項 

 （３） 提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価に関する事項 

 （４） 受託候補者の選定に関する事項 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 （１） 大和高田市保育協議会役員 

 （２） 大和高田市保育所長会議代表 

 （３） 大和高田市保育給食会議代表 

 （４） 企画政策部長 

 （５） 財務部長 

 （６） 福祉部長 

 （７） 教育委員会事務局長 

 （８） 児童福祉課長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 
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３ 委員長は、福祉部長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から受託候補者の特定の日までとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、当該委員以外の者に対

して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

５ 会議は、非公開とする。 

 （中立の保持） 

第６条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

 （守秘義務） 

第７条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉部保育課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる会議の招集は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招集

する。 

 （この告示の失効） 

３ この告示は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

告示第４０号 

 大和高田市立こども園評議員設置要綱を次のように定める。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市立こども園評議員設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、大和高田市立こども園条例施行規則（平成２２年規則第１５号）第５条の

２の規定に基づき大和高田市立こども園（以下「こども園」という。）の園児の保護者、地域

住民等の協力を得て、地域に開かれた施設運営を推進するために設置するこども園評議員（以

下「評議員」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

告 示 
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（定数） 

第２条 評議員の定数は、１施設当たり４人以内とする。 

（委嘱） 

第３条 評議員は、当該こども園の職員以外の者で、教育、保育又は子育ての支援に関する理解

及び識見を有する次に掲げるもののうちから、園長の推薦により市長が委嘱する。 

（１） 当該こども園に在籍していた者の保護者 

（２） 当該こども園の近隣地域の実情に精通している者 

（３） 前２号に掲げるもののほか、園長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 評議員の辞任等により新たに評議員を委嘱する場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 市長は、特別の事由があるときは、任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。 

（職務） 

第５条 評議員は、園長の求めに応じ、こども園運営に関する次に掲げる事項について意見を述

べるものとする。 

（１） こども園における教育及び保育活動に関すること。 

（２） こども園、家庭及び地域社会との連携に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、園長が必要と認めること。 

（情報の提供） 

第６条 園長は、評議員から意見を求めるに当たっては、評議員に対し、資料の提供、授業及び

保育の公開、こども園行事への参加等の情報提供を適切に行うものとする。 

（評議員会） 

第７条 園長は、必要に応じ第５条各号に掲げる事項に関して、評議員が意見を述べる機会（以

下「評議員会」という。）を設けることができる。 

２ 評議員会は、園長が主宰する。 

３ 園長は、必要に応じ、当該こども園職員に評議員会の運営を補佐させることができる。 

 （報酬） 

第８条 評議員に対する報酬は、支給しない。 

（守秘義務） 

第９条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

（補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

告示第７０号の２ 

 大和高田市市民交流センター市民協働推進会議設置要綱を次のように定める。 

  平成２８年６月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市市民交流センター市民協働推進会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 大和高田市市民交流センターにおける市民協働の推進に関し幅広い意見を求めるため、大和

高田市市民交流センター市民協働推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 
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第２条 推進会議は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。 

 （１） 大和高田市市民交流センターにおける市民協働の推進に関する事項 

 （２） 大和高田市市民交流センターの運営に関する事項 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 推進会議の委員は、２５人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 （１） 市民協働の推進に関し、識見を有する者 

 （２） 市民活動団体（大和高田市市民交流センター条例（平成２７年条例第２６号）第４条に規

定する登録団体をいう。）の代表者又はその構成員 

 （３） 公募による市民代表者 

 （４） 市長が指名する市の職員 

 （５） 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

 （会議） 

第６条 推進会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 推進会議の会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、推進会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見

を聴くことができる。 

５ 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。 

 （庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、市民部まちづくり振興室市民協働推進課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮

って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 （会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる推進会議の会議の招集は、第６条第１項の規定にかかわらず、

市長が招集する。 

 

告示第７０号の３ 

 大和高田市市民交流センター開館準備委員会設置要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  平成２８年６月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市市民交流センター開館準備委員会設置要綱を廃止する告示 
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大和高田市市民交流センター開館準備委員会設置要綱（平成２７年告示第１２２号）は、廃止する。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

告示第１０７号の３ 

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関

する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２８年９月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等

に関する要綱の一部を改正する告示 

 （大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を次のように

改正する。 

第３条に次の１号を加える。 

（２２） ボランティアコーディネーター 

別表第１中「５，８００円」を「６，０００円」に、「７４０円」を「７７０円」に、 

「 

福祉住環境コーディネーター ― ７，２００円 ９２０円 

                                         」を 

「 

福祉住環境コーディネーター ― ７，２００円 ９２０円 

ボランティアコーディネーター ― ７，２００円 ９２０円 

                                         」に改

める。 

 （大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正） 

第２条 大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３１号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１中「時間給」を「時間額」に、「５，８００円」を「６，０００円」に、「７４０円」を

「７７０円」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 

告示第１２８号の２ 

大和高田市し尿くみ取り手数料集金事務委託規則（昭和４６年規則第１１号）に基づき、次の

者とのし尿くみ取り手数料集金事務の委託契約を解除したので、大和高田市会計規則（平成１１

年規則第５９号）第１７の３条第２項の規定により告示する。 

平成２８年１１月３０日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

１ 契約を解除した者 

氏  名 住     所 

白澤 理恵 大和高田市材木町６番５２号 

２ 契約解除日 

  平成２８年１１月３０日 
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告示第２号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

平成２９年１月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２８年１２月２日 ３          

平成２８年１２月５日 ４ １         

平成２８年１２月６日 ２          

平成２８年１２月１９日 ２          

平成２８年１２月２０日 １ １         

平成２８年１２月２１日   ２        

平成２８日１２月２２日   ２        

平成２８年１２月２６日 ７  １        

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２８年１２月１２日 道路 大和高田市南陽町地内 １  

平成２８年１２月２２日 道路 大和高田市西三倉堂２丁目地内 １  

平成２８年１２月２８日 道路 大和高田市大字築山地内 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

告示から６０日間。ただし祝日を除く。 

５．引取時間 

午後９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア．移動費 ２，０００円 

イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

７．連絡先 
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大和高田市役所生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第３号 

市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び

物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

なお、引取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

平成２９年１月５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．引取期間  公示の日から２週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について

は２日間） 

２．引取方法  引取人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確認で

きるものを提示し、受領書及び誓約書と引換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時まで。（土日祝日を除く。） 

４．連 絡 先  大和高田市役所環境建設部都市計画課 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ 

整理

番号 
名称 種類 数量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 
株式会社エフ

エムホーム 
はり札 １ 大東町 Ｈ２８／１２／２３ Ｈ２８／１２／２３ 

雲梯資材 

置き場 

２ 不動産 立て看板 ２ 三和町 Ｈ２８／１２／２３ Ｈ２８／１２／２３ 
雲梯資材 

置き場 

３ 不動産 立て看板 １ 三和町 Ｈ２８／１２／２７ Ｈ２８／１２／２７ 
雲梯資材 

置き場 

 

告示第４号 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

大和高田市長に対し審査請求をすることができる。 

平成２９年１月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．職権消除日 

平成２９年１月６日 

２．職権消除される者 

市役所前の掲示場に掲示済み 

 

告示第５号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

平成２９年１月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

移動日から６０日を経過したにもかかわらず、引取りがないため 
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大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

平成２９年５月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２８年１０月１日から平成２８年１０月３１日までの間 

 

告示第６号 

平成２８年度国民健康保険税第２期、第３期、過新分及び第４期の督促状を郵送により送達しまし

たが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

 平成２９年１月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

第２期 平成２８年９月２６日 

第３期 平成２８年１０月２５日 

過新分 平成２８年１０月２５日 

第４期 平成２８年１１月２４日 

２ 送達を受けるべき者 

市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第７号 

平成２８年度市県民税第１期及び第３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受ける

べき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

 平成２９年１月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

第１期 平成２８年７月２６日 

第３期 平成２８年１１月２５日 

２ 送達を受けるべき者 

市役所前掲示場にて掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第８号 
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差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２９年１月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

  平成２８年１２月１６日 

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２９年１月２７日付

けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

平成２９年１月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２８年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

平成２８年度大和高田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２４，３１７，１５７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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告示第１０号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

平成２９年２月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２９年１月５日 ３          

平成２９年１月６日 １          

平成２９日１月１０日 ３ １         

平成２９年１月１１日 １      １    

平成２９年１月１３日  １         

平成２９年１月１７日 １          

平成２９年１月１８日 １          

平成２９年１月１９日 １          

平成２９年１月２４日   １      ２  

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２９日１月１０日 道路 大和高田市大字大中地内 １  

平成２９年１月１９日 道路 大和高田市大字池尻地内 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

告示日から６０日間。ただし祝日を除く。 

５．引取時間 

午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア．移動費 ２，０００円 

イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

７．連絡先 
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大和高田市役所生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第１号 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

 平成２９年１月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

公告第２号 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

 平成２９年１月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

公告第３号 

大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の

自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

 平成２９年１月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

○ 臨時運行許可番号標番号 

３３－７３ 

 

公告第４号 

大和高田市立学校外国人講師配置等業務の委託業者の選定を公募型プロポーザル方式で行います

ので公告します。 

平成２９年１月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 

大和高田市立学校外国人講師配置等業務委託 

２ 業務概要 

（１） 委託内容 

ア ネイティブ・スピーカー（以下「ＮＳ」という。）の採用、配置に関すること。 

大和高田市教育委員会が策定する配置計画に基づきＮＳの配置・管理・運営等をおこなう

こと。 

イ 業務内容 

① 国際理解教育、英語教育に関するコンサルティング 

② 国際理解教育、英語教育に係るレッスンの企画及び提案 

③ 外国語指導講師による英語指導業務 

④ ①～③に付随又は関連する業務 

⑤ ①～④の他、大和高田市教育委員会と受託事業者とが協議の上、合意した業務 

公 告 
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ウ 配置学校が計画し、受託事業者が承諾した外国語活動の業務に関すること。 

エ その他別紙「委託業務仕様書」による。 

（２） 配置学校 

ア 幼稚園  ６園（片塩幼稚園、浮孔幼稚園、磐園幼稚園、陵西幼稚園、菅原幼稚園、浮

孔西幼稚園） 

イ こども園 ２園（高田こども園、土庫こども園） 

ウ 小学校  ８校（片塩小学校、高田小学校、土庫小学校、浮孔小学校、磐園小学校、陵

西小学校、菅原小学校、浮孔西小学校） 

エ 中学校  ３校（高田中学校、片塩中学校、高田西中学校） 

オ 高等学校 １校（高田商業高校） 

（３） 委託期間 

平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで（２年間） 

３ 参加資格要件 

（１） 大和高田市物品購入等競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（２） 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する

者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等

の規定に基づき更生又は再生手続開始の申立がなされている者 

ウ 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措

置を受けている期間中の者 

エ 大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しくは第２号に

該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者 

オ 法人税、消費税及び地方消費税等の税金を滞納している者 

（３） 役員に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

ウ 大和高田市暴力団排除条例第２条第１号若しくは第２号に該当する者又はこれらと社会

的に非難されるべき関係を有する者 

（４） 業務拠点に関する要件 

近畿一円に本店若しくは契約等の権限を委任する営業所を有する者であること。 

（５） 入札参加者の業務実績に関する要件 

入札参加者は、平成２６、２７年度において同様の業務実績があること。 

※同様の業務とは、ＮＳを活用し１年間を通しての業務があり、かつ、１件１年当たりの契

約金額が１，０００万円以上のものをいう。ただし、派遣事業に係るものは除く。 

４ 委託料（見積限度額） 

金２６，５５６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※上記の金額には、委託期間（２年間）における交通費、保険料、給食費等、業務に係る一切の

費用を含みます。 

５ 応募受付期間  

  平成２９年１月３０日（月）から２月１０日（金）まで 

６ その他 

  外国人講師配置等業務委託業者選定プロポーザル実施要領による。 

７ 問合せ先 
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  〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

            大和高田市教育委員会事務局 学校教育課（担当：久保、守川） 

            電 話：０７４５－２２－１１０１（内線１５３，１５１） 

            ＦＡＸ：０７４５－５２－８８６２ 

 

 

 

教育委員会訓令第１号 

大和高田市立学校外国人講師配置等業務プロポーザル選定委員会設置要綱を廃止する訓令を次の

ように定める。 

平成２９年１月４日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

大和高田市立学校外国人講師配置等業務プロポーザル選定委員会設置要綱を廃止する訓令 

大和高田市立学校外国人講師配置等業務プロポーザル選定委員会設置要綱（平成２６年教育委員会

訓令第１号）は、廃止する。 

附 則 

この訓令は、平成２９年１月４日から施行する。 

 

教育委員会訓令第２号 

平成２８年度大和高田市立学校外国人講師配置等業務プロポーザル選定委員会設置要綱を次のよ

うに定める。 

平成２９年１月１６日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

   平成２８年度大和高田市立学校外国人講師配置等業務プロポーザル選定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 大和高田市立小学校、中学校、幼稚園及び高等学校への外国人講師の配置等業務を実施する

に当たり、業務委託に係る受託者（以下「受託者」という。）の特定をプロポーザル方式により厳

正かつ公平に行うため、大和高田市立学校外国人講師配置等業務プロポーザル選定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１） 募集要領及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

 （２） プロポーザルに参加させる事業者の指名に関する事項 

 （３） 提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価に関する事項 

 （４） 受託候補者の選定に関する事項 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （１） 教育長 

 （２） 財務部長 

 （３） 教育委員会事務局長 

 （４） 教育総務課長 

 （５） 学校教育課長 

教育委員会 
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 （６） 学校教育課参事 

 （７） 学校教育課指導主事 

 （８） 校長会代表 

 （９） 小学校の英語教育担当教諭 

 （１０） 中学校の英語教育担当教諭 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

３ 委員長は、教育長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、任命の日から受託者の特定の日までとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

 （中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

 （守秘義務） 

第８条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

教育委員訓令第３号 

平成２８年度大和高田市文化会館レストラン運営事業者プロポーザル選定委員会設置要綱を次の

ように定める。 

平成２９年１月１７日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

   平成２８年度大和高田市文化会館レストラン運営事業者プロポーザル選定委員会設置要綱 
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 （設置） 

第１条 大和高田市文化会館レストラン運営事業者を募集するに当たり、当該運営業務に係る事業者

（以下「運営事業者」という。）の特定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和

高田市文化会館レストラン運営事業者プロポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１） 募集要領及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

 （２） プロポーザルに参加させる事業者の指名に関する事項 

 （３） 提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価に関する事項 

 （４） 運営事業者候補の選定に関する事項 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （１） 教育長 

 （２） 教育委員会事務局長 

 （３） 教育総務課長 

 （４） 文化振興課長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

３ 委員長は、教育長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、任命の日から運営事業者の特定の日までとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

 （中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

 （守秘義務） 

第８条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化振興課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

教育委員会告示第２２号 

児童ホーム臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

平成２８年１２月２８日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

児童ホーム臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示 

児童ホーム臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年教育委員会告示第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１１条中「無給休暇」の次に「、分限、懲戒」を加える。 

附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

教育委員会告示第１号 

 大和高田市教育委員会１月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２９年１月１３日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

記 

日 時 平成２９年１月１７日（火）午後２時 

場 所 さざんかホール４階会議室 

議 案 第１号 後援願いについて 

第２号 その他 

 

教育委員会告示第４号 

大和高田市教育委員会２月定例委員会を下記のとおり招集する。 

平成２９年２月３日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

記 

日 時 平成２９年２月７日（火）午後２時 

場 所 さざんかホール４階会議室 

議 案 第１号 地方自治法第１８０条の２の規定に基づく事務委任の協議について 

第２号 第６５回市民歩こう会実施要項（案）について 

第３号 後援願いについて 

第４号 その他 

 

教育委員会公告第１号 

大和高田市文化会館レストラン運営事業者の選定を公募型プロポーザル方式で行いますので公告

します。 
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平成２９年１月２７日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

１ 業務概要 

（１）業務名 

大和高田市文化会館レストラン運営業務 

（２）業務概要 

大和高田市文化会館の利用者等への利便性を図るため、会館内のレストラン運営を行う。 

（３）履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

なお、市及び事業者の両者が合意した場合には、履行期間を更新できる。 

２ 応募資格 

公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市文化会館レストラン運営業務公

募型プロポーザル実施要項」（以下「実施要項」という。）４ 応募資格に掲げる要件を全て満たす

者であること。 

３ 参加表明書の提出期限 

平成２９年２月７日（火）１７時 

４ その他 

実施要項による。 

５ 担当課 

〒６３５－００８２ 奈良県大和高田市本郷町６番３６号 

大和高田市文化会館内 

大和高田市教育委員会事務局文化振興課 

電話 ０７４５－５３－８２００ ＦＡＸ ０７４５－５３－８２０１ 

 

 

 

選挙管理委員会告示第１号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２９年１月５日 

大和高田市選挙管理委員会     

委員長 松 村 惠 由   

１．日 時  平成２９年１月１２日（木）午前１０時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所４階会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 農業委員会の委員の選出方法の変更について 

第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第２号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年２月３日 

大和高田市選挙管理委員会     

委員長 松 村 惠 由   

１．日 時  平成２９年２月１０日（金）午前９時 

選挙管理委員会 
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２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所３階東会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 その他 

 

 

 

農業委員会規則第１号 

 大和高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則を次のように定める。 

  平成２８年１２月８日 

大和高田市選挙管理委員会    

会長 松 田 榮 義   

大和高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」という。）第

１９条第１項の規定に基づき委嘱する大和高田市農業委員会（以下「農業委員会」という。）の農

地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等

に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号。以下「省令」という。）に規定するものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（担当区域） 

第２条 法第１７条第２項に規定する各推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。 

（推薦の求め及び募集） 

第３条 法第１９条第１項の規定に基づく推進委員の候補者（以下「候補者」という。）の推薦の求め

及び募集の方法は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 市内の農業者からの推薦（以下「個人推薦」という。） 

（２） 農業者の組織する団体等からの推薦（以下「団体推薦」という。） 

（３） 推進委員になろうとする者の募集（以下「一般募集」という。） 

（被推薦者及び応募者の資格） 

第４条 候補者として推薦を受ける者（以下「被推薦者」という。）及び一般募集に応募する者（以下

「応募者」という。）については、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 市内に住所を有する者。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。 

（２） 法令等により推進委員と兼職が禁止されている職にない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定

する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者 

（推薦及び募集の手続） 

第５条 推進委員の候補者を推薦しようとする者及び団体は、次の手続を経なければならない。 

（１） 個人推薦による場合は、農業者３名以上が連名し、当該農業者の代表者が大和高田市農地

利用最適化推進委員（個人）推薦書（様式第１号）を農業委員会が指定する場所へ持参又は郵送

により提出するものとする。 

（２） 団体推薦による場合は、農業者の組織する団体等の代表者が大和高田市農地利用最適化推

進委員（団体）推薦書（様式第２号）を農業委員会が指定する場所へ持参又は郵送により提出す

るものとする。 

２ 応募者は、大和高田市農地利用最適化推進委員応募申込書（様式第３号）を農業委員会が指定す

る場所へ持参又は郵送により提出するものとする。 

農業委員会 
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（推薦の求め及び募集の周知） 

第６条 農業委員会は、個人推薦及び団体推薦の求め並びに一般募集に関する事項を定めたときは、

次の方法により周知をするものとする。 

（１） 市の広報誌への掲載 

（２） 大和高田市公告式条例（昭和２５年条例第８号）第２条第２項に規定する掲示場への掲示 

（３） 市のホームページへの掲載 

（４） 前３号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法 

（推薦の求め及び募集の期間） 

第７条 省令第１３条第２項の推薦の求め及び募集の期間は、２８日間とし、当該期間の満了の日が

大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）第１条第１項に規定する休日（以下この条

において「休日」という。）である場合は、その翌日以後で休日でない最初の日を期間の満了の日

とする。 

（候補者の評価） 

第８条 省令第１１条第３項の規定により、農業委員会は、大和高田市農業委員会の委員及び農地利

用最適化推進委員の定数を定める条例（平成２７年度条例第４５号）第２条に規定する推進委員の

定数を超えた場合その他必要と認める場合は、任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、被

推薦者、応募者、推薦者その他関係者からの意見聴取等の必要な措置を講じるものとする。 

（被推薦者及び応募者の公表等） 

第９条 農業委員会は、法第１９条第２項に基づき、被推薦者及び応募者に関する情報を整理し、推

薦の求め及び募集の期間の中間及び終了後に遅滞なく、市の担当窓口及び市のホームページにおい

て省令第１２条第１号及び第２号に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項を公表す

るものとする。 

（推進委員の委嘱） 

第１０条 農業委員会は、総会での評価の結果に基づき、推進委員を委嘱する。 

（推進委員の補充） 

第１１条 農業委員会は、推進委員が解嘱、失職及び辞任により欠員が定数の６分の１を超えた場合

又は推進委員の欠員が生じたことにより担当区域の所掌事務を適切に行えなくなった場合には、こ

の規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

地区名 区   域 

第１地区（高田北部） 松塚、土庫、土庫１丁目、土庫２丁目、土庫３丁目、大字藤森、

大字池尻、大字神楽、神楽１丁目、神楽２丁目、神楽３丁目、大

字築山、大字有井 

第２地区（高田南部） 日之出町、日之出東本町、北本町、片塩町、大字大中、大中南町、

三和町、大中東町、東雲町、大東町、曙町、材木町、旭南町、旭

北町、今里町、中今里町、南今里町、大字今里、大字今里川合方、

大字田井、田井新町、大字勝目、蔵之宮町、大字曽大根、南陽町、

甘田町、曽大根１丁目、曽大根２丁目、西三倉堂１丁目､西三倉堂

２丁目、東三倉堂、中三倉堂１丁目､中三倉堂２丁目、礒野東町、

礒野南町、大字礒野、礒野町、礒野北町、春日町１丁目､春日町２

丁目、大字東中、東中１丁目､東中２丁目、栄町 

第３地区（陵西） 大字市場、大字岡崎、大字池田、大字野口、大字大谷 
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第４地区（天満） 大字出、大字西坊城、大字奥田、大字秋吉、大字吉井、大字根成

柿 

様式第１号（第５条関係） 

（個人による推薦） 

大和高田市農地利用最適化推進委員（個人）推薦書 

年  月  日   

大和高田市農業委員会 殿 

１．推薦者（推薦をする者） 

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名 印 □男 

□女 

 

職  業  歳 

住  所 
〒    －  

  

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名 印 □男 

□女 

 

職  業  歳 

住  所 
〒    －  

  

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名 印 □男 

□女 

 

職  業  歳 

住  所 
〒    －  

  

大和高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員に次の者を推薦します。 

２.被推薦者（推薦を受ける者） 

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名  □男 □女 歳 

住  所 
〒    －  

  

職  業   

推薦をする 

理   由 

  

  

裏面へ 

推薦する地区名 □第一地区 □第二地区 □第三地区 □第四地区 

農業委員にも推薦しているか否か □推薦している □推薦していない 

 

経 歴 

○農業関係の組織又は団体の名称、役職(役員)等【水利組合・農家支部等】 

 

○地域活動における役職(役員)等【消防団・自治会・地域福祉活動等】 

 

○上記以外に最終学歴、農業教育・研究所機関等での経歴等【農業教育･研究所機関等】 

 

農業経営 

の 状 況 

農業形態 □専業 □兼業 農業経験年数 年 

耕作面積 ･自作地     ㎡ ･小作地     ㎡ ･その他     ㎡ 

主な作物 
□水稲 □露地野菜 □施設野菜 □果実 □花き □その他 

作物名（                      ） 

備考 

１ 提出された推薦書は、返却しません。 
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２ 推薦書に記入された事項の住所を除いて全て公表となります。 

 

確  認  書 

私は、大和高田市農地利用最適化推進委員候補として、標記の農業者から推薦を受けることを承諾

し、この推薦書に記載された内容について、大和高田市農業委員会が必要に応じて関係機関等に確認

及び照会することに同意します。 

また、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１７条の規定に基づき農業委員会

が委嘱することについて、同法の目的及び農地利用最適化推進委員としての活動を理解した上で、次

のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

 

１．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

３．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する

暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者 

推薦を受ける者（委員になろうとする者）の署名 

氏 名                       

様式第２号（第５条関係） 

（団体による推薦） 

大和高田市農地利用最適化推進委員（団体）推薦書 

年  月  日   

大和高田市農業委員会 殿 

１．推薦者（推薦をする者） 

名  称 
団体等の名称 

 

所 在 地 
〒    － 

 

連絡先(電話番号)  

代 表 者 の 

役職・氏名 

役 職 名  構成員数 

（ふりがな）  
人 

氏  名 印 

組織の目的 
 

 

構成員たる 

資 格 

 

 

大和高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員に次の者を推薦します。 

２.被推薦者（推薦を受ける者） 

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名  □男 □女 歳 

住  所 
〒    －  

  

職  業   

推薦をする 

理   由 

  

  

  

 

推薦する地区名 □第一地区 □第二地区 □第三地区 □第四地区 
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農業委員にも推薦しているか否か □推薦している □推薦していない 

裏面へ 

経 歴 

○農業関係の組織又は団体の名称、役職(役員)等【水利組合・農家支部等】 

 

○地域活動における役職(役員)等【消防団・自治会・地域福祉活動等】 

 

○上記以外に最終学歴、農業教育・研究所機関等での経歴等【農業教育･研究所機関等】 

 

農業経営 

の 状 況 

農業形態 □専業 □兼業 農業経験年数 年 

耕作面積 ･自作地     ㎡ ･小作地     ㎡ ･その他     ㎡ 

主な作物 
□水稲 □露地野菜 □施設野菜 □果実 □花き □その他 

作物名（                        ） 

備考 

１ 提出された推薦書は、返却しません。 

２ 推薦書に記入された事項の住所を除いて全て公表となります。 

確  認  書 

私は、大和高田市農地利用最適化推進委員候補として、標記の団体等から推薦を受けることを承諾

し、この推薦書に記載された内容について、大和高田市農業委員会が必要に応じて関係機関等に確認

及び照会することに同意します。 

また、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１７条の規定に基づき農業委員会

が委嘱することについて、同法の目的及び農地利用最適化推進委員としての活動を理解した上で、次

のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

１．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

３．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する

暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者 

推薦を受ける者（委員になろうとする者）の署名 

氏 名                       

様式第３号（第５条関係） 

大和高田市農地利用最適化推進委員応募申込書 

年  月  日   

大和高田市農業委員会 殿 

大和高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員として、次のとおり応募します。 

(ふりがな)  性 別 年 齢 

氏  名  □男 □女 歳 

住  所 
〒    －  

  

職  業   

応募をする 

理   由 

  

  

  

 

応募する地区名 □第一地区 □第二地区 □第三地区 □第四地区 

 

経 歴 
○農業関係の組織又は団体の名称、役職(役員)等【水利組合・農家支部等】 
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○地域活動における役職(役員)等【消防団・自治会・地域福祉活動等】 

 

○上記以外に最終学歴、農業教育・研究所機関等での経歴等【農業教育･研究所機関等】 

 

農業経営 

の 状 況 

農業形態 □専業 □兼業 農業経験年数 年 

耕作面積 ･自作地     ㎡ ･小作地     ㎡ ･その他     ㎡ 

主な作物 
□水稲 □露地野菜 □施設野菜 □果実 □花き □その他 

作物名（                        ） 

備考 

１ 提出された応募申込書は、返却しません。 

２ 応募申込書に記入された事項の住所を除いて全て公表となります。 

裏面へ 

確  認  書 

私は、この応募申込書に記載された内容について、大和高田市農業委員会が必要に応じて関係機関

等に確認及び照会することに同意します。 

また、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）の目的及び大和高田市農業委員会が

所掌する事務について、その旨を理解の上、次のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

１．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

３．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する

暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者 

委員になろうとする者の署名 

氏 名                       

 

農業委員会告示第１号 

 大和高田市農業委員会２月定例委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年１月２６日 

大和高田市農業委員会      

会長 松 田 榮 義   

日 時  平成２９年２月１０日（金）午後３時 

場 所  市役所３階東会議室 

議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第５条規定による申請の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画に

ついて 

第５号 その他 

 

 

 

公平委員会規則第５号 

 職員団体の登録に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市公平委員会     

                         委員長 宮 内 嵩   

公平委員会 
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   職員団体の登録に関する規則の一部を改正する規則 

 職員団体の登録に関する規則（昭和４１年公平委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第９条中「不利益処分についての不服申立てに関する規則」を「不利益処分についての審査請求に

関する規則」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

企業管理規程第１号 

 大和高田市水道事業行政財産使用料規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年３月３１日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市水道事業行政財産使用料規程の一部を改正する規程 

 大和高田市水道事業行政財産使用料規程（平成１４年企業管理規程第４号）の一部を次のように改

正する。 

 様式第２号中「６０日」を「３月」に、「大和高田市長と」を「大和高田市水道事業管理者と」に

改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

企業管理規程第２号 

 大和高田市水道事業事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成２８年３月３１日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市水道事業事務分掌規程の一部を改正する規程 

大和高田市水道事業事務分掌規程（昭和４２年企業管理規程第１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第１号中「総務係、料金係」を「総務料金係」に改める。 

第３条を次のように改める。 

第３条 水道総務課の事務分掌は、次のとおりとする。 

総務料金係 

(１) 職員の給与、人事及び労務に関すること。 

(２) 水道事業の企画広報に関すること。 

(３) 条例、規程の制定改廃に関すること。 

(４) 文書の収受及び発送に関すること。 

(５) 公印の管理に関すること。 

(６) 入札及び契約に関すること。 

(７) 予算編成及び決算の調製に関すること。 

(８) 業務状況の公表に関すること。 

(９) 経理に関すること。 

(１０) 財政計画に関すること。 

(１１) 企業債及び資金計画に関すること。 

公営企業 
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(１２) 貯蔵品の購入及び管理に関すること。 

(１３) 水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の調定に関すること。 

(１４) 水道料金等の統計に関すること。 

(１５) 水道料金等の減免に関すること。 

(１６) 水道料金等の徴収に関すること。 

(１７) 水道料金等の督促に関すること。 

(１８) 水道料金等の過誤納の整理に関すること。 

(１９) 水道料金等の滞納処分に関すること。 

(２０) 水道料金等の不納欠損処分に関すること。 

(２１) 水道料金等の徴収の委託に関すること。 

(２２) 水道料金等の催告に関すること。 

(２３) 課内の他の係の補助に関すること。 

検針係 

(１) 使用水量の点検及び調定に関すること。 

(２) 量水器台帳の整備に関すること。 

(３) 開栓、閉栓、名義変更及びこれに伴う水道料金等の精算に関すること。 

(４) 量水器の取替え、点検及び検査に関すること。 

(５) 課内の他の係の補助に関すること。 

第４条の２中「総務係、料金係」を「総務料金係」に改める。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

水道事業告示第１号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成２９年２月１日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名          代表者名   所在地 

株式会社 松島水道設備  松島 幸雄  東大阪市角田１丁目１１番８－３０５号 

北村設備         北村 信弘  大和高田市大字田井２７番１０号 


